
号

外�
平

成
二
十
九
年

四

月

一

日

目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教

職

員

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
指
導
が
不
適
切
な
教
員
の
認
定
等
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四

教
育
委
員
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教

職

員

課)

五

教
育
委
員
会
規
則

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
教
育
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

｢

第
二
章

小
学
校
及
び
中
学
校｣

を｢

第
二
章

小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校｣

に
改

め
る
。

第
十
条
の
二
の
見
出
し
中｢

又
は
中
学
校｣

を｢

、
中
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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(

火
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日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
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一
〇
人

九
九
人

三
七
六
人

六
、
四
八
六
人

六
、

一
九
八
人
五
人

四
八
人

一
八
六
人

〇
三
六
人

三
八
四
人
九
人

九
八
人

三
七
二
人

四
五
一
人

一
九
八
人
五
人

五
一
人

一
八
八
人

四
、
〇
五
二
人

三
七
九
人

四
、

別
記
第
五
号
様
式
中｢小

学
校
又
は
中
学
校
に
就
学
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
と
思
料
す
る
者
に
つ
い
て
の
通
知
書
｣

を｢小
学
校
､
中
学
校
又

で
あ
る
と
思
料
す
る

は
義
務
教
育
学
校
に
就
学
す
る
こ
と
が
適
当

者
に
つ
い
て
の
通
知
書

｣

に
、｢､

小
学
校
又
は
中
学
校
｣

を｢､
小
学
校
､
中

学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢小

学
校
又
は
中
学
校
に
就
学
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
と
思
料
す
る
者
に
つ
い
て
の
通
知
書
｣

を｢小
学
校
､
中
学
校
又

で
あ
る
と
思
料
す
る

は
義
務
教
育
学
校
に
就
学
す
る
こ
と
が
適
当

者
に
つ
い
て
の
通
知
書

｣

に
、｢よ

り
小
学
校
又
は
中
学
校
｣

を｢よ
り
小
学
校
､

中
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中｢

小
学
校
及
び
中
学
校｣

を｢

小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の｣

に
改
め
、
本
則

の
表
中

｢

小
学
校｣

の
下
に

｢(

義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。)｣

を
、｢

中
学
校｣

の
下
に

｢
｢

｢(

義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。)｣

を
加
え
、
同
表
中

を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
指
導
が
不
適
切
な
教
員
の
認
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
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岐
阜
県
教
育
委
員
会
指
導
が
不
適
切
な
教
員
の
認
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
指
導
が
不
適
切
な
教
員
の
認
定
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
二
十
年
岐
阜
県
教
育

委
員
会
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
二
十
五
条
の
二｣

を｢

第
二
十
五
条｣

に
改
め
る
。

第
六
条
中｢

第
二
十
五
条
の
二
第
四
項｣

を｢

第
二
十
五
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中｢

第
二
十
五
条
の
二
第
四
項｣

を｢

第
二

十
五
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
二
十
五
条
の
二
第
五
項｣

を｢

第
二
十
五
条
第
五
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号

事
務
局
一
般

各
県
立
学
校

岐
阜
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程(

平
成
十
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中｢

及
び
岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十

九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号)

第
二
条
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
機
関｣

を
削
る
。

第
五
条
第
六
号
中｢

健
康
管
理
医｣

を｢

産
業
医｣

に
、｢

医
師
の
資
格
を
有
す
る
職
員
又
は
学
校

医｣

を｢

労
働
安
全
衛
生
規
則(

昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号)

第
十
四
条
第
二
項
に
定
め

る
要
件
を
備
え
た
医
師｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
六
号
、
第
九
条
第
三
項
第
二
号
、
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
六
条
第
五
項
、
第
十

七
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
中｢

健
康
管
理
医｣

を｢

産
業
医｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５
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